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「熱中症対策義務化について」
〜法律の概要と対応のポイント〜
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職場における熱中症対策
1 熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとにあらかじめ定め、関係
作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業
場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT（湿球黒球温度）28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続し
て1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

令和７年６月１日より施行
リーフレット、様式参照

3













 毎年、 約30名の方が農作業中の熱中症によ

り死亡

 死亡事故の約85％が7～8月に発生し て

いる一方で3～６ 月にも発生

暑さを避ける

高温時の作業は極力避け、 日陰や風通し
のよい場所で作業

こまめな休憩と水分補給

喉の渇きを感じる前に、 こまめに水分・ 塩分
を補給

熱中症対策アイテムの活用

帽子や吸湿速乾性の衣服の着用、 空調服や送
風機の活用

単独作業は避ける

複数名で作業を行う 、 時間を決めて連絡
をとり合う

農作業中の熱中症による死亡者数（ 月別）

2 7 9 14

111 109
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死亡者数計

259名

そのほか、 日々の体調管理など熱中症に負けない体づく り をしておきまし ょ う ！

夏に向けて、 農作業中に熱中症になる人が増えてきます。

熱中症は正しい知識を身につけることで、 適切に予防することが可能です! !

農作業中の熱中症を

予防しまし ょ う ! !

農作業中の熱中症

予防のポイント

農業者の

みなさまへ

（ 人）



熱中症が疑われる場合には

熱中症対策アイテム

熱中症警戒アラート と

MAFFアプリ の連携

MAFFアプリ の入手 地域の設定

マイページ
＞プロフィ ール設定

通知が届く

登録した都道府県に
アラート が発生され
ると通知が届く

PUSH通知ON

スマート フォン側の
通知設定も確認

01 作業を中断

（ 代表的な症状）
• 汗をかかない、 体が熱い
• めまい、 吐き気、 頭痛
• 倦怠感、 判断力低下

02 応急処置

• 涼しい環境へ避難
• 衣服をゆるめ体を冷やす
• 水分・ 塩分を補給

03 病院へ

応急処置をしても症状が改善
しない場合は医療機関で診療
を受けまし ょ う ! !

STEP１ STEP２ STEP３ STEP４

熱中症対策

Android iOS

身体を冷やす

暑い時間帯の作業等が避けられ

ないときに活躍

ファン付きウェ ア、

ネッ ククーラー

１ 人作業の備え

やむを得ず１ 人作業をする際

のリ スクを回避したいときに

活躍

ウェアラブル端末、

応急セッ ト

環境改善

作業場を涼し く したり 、 休憩

の質を高めたいときに活躍

ミ スト ファン

もっと
知りたい! !



※本資料は厚生労働省が提示しているも のを参考に農業現場に沿う よ う 、 農林水産省にて作成しています。



農業の労災保険について

農産局 技術普及課
経営局就農・女性課

令和６年11月

資料２

労働基準局労災管理課



令和４年に発生した農作業死亡事故の調査結果①（概要）

就業者10万人当たり死亡事故者数の推移

資料︓死亡者数 農 業︓農林水産省「農作業死亡事故調査」
                他産業︓厚生労働省「死亡災害報告」

         就業者  農 業︓農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」
            他産業︓総務省「労働力調査」

注︓就業者10万人当たり死亡事故者数の算出において就業者として使用していた
農業就業人口の調査が令和元年で終了したため、令和２年から農業従事者
数を使用して算出。

死
亡
者
数 (

人)

9.1 
9.5 

9.9 9.8 10.1 
9.5 

10.2 
10.8 10.5 

11.1 

6.9 
7.5 

6.5 
6.0 

6.5 
6.1 

5.4 5.2 
6.0 5.9 

1.6 1.7 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

農業（農業従事者数ベース）

建設業

全産業

高
齢
者
の
割
合(

％)

死亡者における高齢者の割合

資料︓農林水産省「農作業死亡事故調査」
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資料︓農林水産省「農作業死亡事故調査」

○ 令和４年の農作業事故死亡者数は238人であり、前年（令和３年）と同水準。
○ 就業者10万人当たりの死亡事故者数は11.1人と増加傾向であり、他産業に比べて高い状態が継続。
○  年齢別にみると、65歳以上の高齢者の割合が86％と極めて、高い水準で推移。
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令和４年に発生した農作業死亡事故の調査結果②（要因別分析）

○ 農作業死亡事故を要因別にみると、「農業機械作業に係る事故」が152人（全体の63.9％）と高い状態が継続。
○ 農業機械作業に係る死亡事故の要因としては、「機械の転落・転倒」が72人（機械事故の47.4％）と約半数を占めている。
○ 機械・施設以外の作業に係る事故では「熱中症」が29人（全体の12.2％）と最も多く、農作業死亡事故に占める割合も増加

傾向。

機械の転落・転倒
 72人（47.4％）

挟まれ 31人
（20.4％）

ひかれ
 14人（9.2％）

回転部等への巻き込まれ 
17人（11.2％）

機械からの転落 
9人（5.9％）

道路上での自動車との衝突
 2人（1.3％）

その他 7人
（4.6％）

152人

農業機械事故による死亡の要因
（令和４年）

農業機械事故のうち、
「機械の転倒・転落」が
約５割

農作業死亡事故における熱中症の
割合の推移

（平成25年〜令和４年）
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乗用型トラクター
62人（26.1％）

歩行型トラクター
21人（8.8％）

農用運搬車
16人（6.7％）

自脱型コンバイン
11人（4.6％）

動力防除機
8人（3.4％）

動力刈払機
1人（0.4％）

農用高所作業機
1人（0.4％）

その他
32人（13.4％）

熱中症
29人

（12.2％）
稲わら焼却中等の火傷

15人（6.3％）

ほ場、道路からの転落
12人（5.0％）

木等の高所からの転落
7人（2.9％）

その他
18人（7.6％）

要因別の死亡事故発生状況（令和４年）

機械・施設以外の
作業に係る事故

81人（34.0％）

農業用施設作業に
係る事故

5人（2.1％）

農業機械作業に
係る事故

152人（63.9％）

238人
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